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大規模小売店舗立地法関連手続きの流れ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
か
月
以
上
前 

２
か
月
以
内 

（公告・４か月間縦覧）

（公告・１か月間縦覧）

事前相談書の提出 

市より事前相談書に対する指摘事項等の通知、

説明会開催回数等の通知 

新増設等の届出《法５条・法６条》 

届出者による住民等への説明会開催《法７条１項》 

４
か
月
以
内 

８
か
月
以
内 

市協議会 

市の意見《法８条４項》 

手続終了 

あり（公告・１か月間縦覧） 

なし 

当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知《法８条７項》 
（届出者による自主的対応策の提示） 

市の勧告《法９条１項》 
なし 

手続終了 

あり（公告）

届出者による必要な変更に係る届出《法９条４項》 

当該届出が勧告に従っていない場合 公表《法９条７項》 （公告） 

２
か
月
以
内 
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１
か
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以
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事前協議 

概要説明 

※渋滞緩和措置等の協議 
 

※新増設等の届出から８か月経過せずとも 
新設あるいは変更可能 

【関係課への意見照会】 

【関係課への意見照会】 

【学識経験者及び関係課の出席】
 

【関係課の出席】 
 

【学識経験者及び関係課の出席】
 

【関係課への意見照会】 
 

【関係課への意見照会】 

出店計画書の届出 
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店舗立地法運用要綱」に基づき必要となる手続き 
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地域貢献に関する協議会の開催 
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※市の勧告に対する「届出者による必要な変更に係る届出」がなされない場合も公表。

※市ＨＰ等で公表 

※市ＨＰ等で公表 

説明会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

説明会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 
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協議会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

協議会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

※市ＨＰ等で公表 

市より学識経験者の意見聴取 
 

市より学識経験者の意見聴取 
 

※既設の特定大型店は事実発生後、速やか
に届出及び窓口の設置 

協議会結果報告書の提出 

市より近隣市町（１km圏内）への情報提供 

届出者による説明会開催公告《法７条２項》 

 



市の意見案と考え方 

  新 設  

 1.店舗名称：（仮称）熊本市下通新天街ＮＳ共同ビル 

 2.所 在 地：熊本市中央区下通一丁目３番５号 ほか 

 3.届出内容：新設 

 (1)設置者：株式会社 南栄開発（熊本市東区小峯三丁目１番１８号） 

        株式会社 櫻井總本店（熊本市中央区下通一丁目３番８号） 

(2)小売業者：マックスバリュ九州株式会社 その他 

(3)新設年月日：平成２９年２月７日 

(4)店舗面積：８，４４５㎡ 

(5)駐車場台数：１９１台 

(6)駐輪場台数：４１３台 

(7)荷さばき施設面積：３５㎡ 

(8)廃棄物保管施設容量：６０．２５㎥ 

(9)営業時間：２４時間 

(10)駐車場利用可能時間帯：２４時間 

(11)駐車場の出入口の数：１０箇所 

(12)荷さばき可能時間帯：２４時間 

4.手続状況： 

 届出日 縦覧期間 市意見通知期限  

平成28年6月6日 平成28年6月13日～平成28年10月13日 平成29年2月6日 

 

5.意見等： 

○･･･あり 

×･･･なし 

住 民 等 
学識経験者 

（内野名誉教授） 

学識経験者 

（荒井教授） 

学識経験者 

（磯田嘱託教授） 

 

 

 

 

 

× × ○ ○ 

 

県警交通規制課 危機管理防災総室 生活安全課 青少年教育課 

 

 

 

○ × × × 
 

 

環境政策課 環境共生課 水保全課 ごみ減量推進課 商業金融課 
 

 

○ × ○ × ○ 
 

 
交通政策総室 都市政策課 建築指導課 開発景観課 土木管理課 

 

 

× × × × ○  

 

【資料１－１】 

 
 



6.関係課等による指摘事項に対する設置者の回答及び本市意見としての取扱

Ⅰ.設置者、建物等の概要　

担当課 商業金融課

指摘内容

【項目№4関連】
　その他の小売業者名（未定）を別紙等にて、提示をお願いします。　

設置者回答 交渉段階の相手方もあり、開業販売促進戦略の観点からも現時点で提示できる小売業者名はありません。

留意事項として付記

→（6）

担当課 商業金融課

指摘内容

【項目№5（5）関連】
　その他サービス施設の内容、営業時間が決まっていれば、提示いただきたい。　

設置者回答 現在、関係者との協議中です。

記載しない

担当課 商業金融課

指摘内容
【項目№6(5)関連】
　オフイス（６階～８階）の事業主体が決まっていれば、提示いただきたい。

設置者回答 条件等の交渉中であり、決定している事業主体はありません。

記載しない

Ⅱ.「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく確認項目

１.駐車需要の充足等

担当課 商業金融課

指摘内容
【項目№1（3）関連】
　提携駐車場について、提携の内容が分かる書類等の提出をお願いします。

設置者回答 現在、提携条件等の協議中です。

記載しない

担当課 学識経験者

指摘内容
【項目№2関連】
　駐車場①を身障者用１台としていますが、その位置が利用者に分かりにくい。また、荷さばき車の出入りが危ないと思わ
れる。駐車場②に身障者用駐車場を増やせないか。

設置者回答
駐車場①は、安全確保のため管理員にて誘導を行います。また、駐車待ちがある場合は、隔地駐車場を案内します。駐車
場②に身障者枠が増設できないかについても検討します。

留意事項として付記

→（1）
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担当課 県交通規制課

指摘内容

【項目№4（2）関連】
　本件届出に伴う交通流の変化により、交通渋滞や交通事故等、周辺地域の生活道路等への影響その他の交通障害等
が生じた場合には、速やかに関係機関と協議の上、必要な対策を講じていただきたい。
（理由）
交通の安全と円滑のため。

設置者回答

【項目№4（2）関連】
　本件届出に伴う交通流の変化により、交通渋滞や交通事故等、周辺地域の生活道路等への影響その他の交通障害等
が生じた場合には、速やかに関係機関と協議の上、必要な対策を講じていただきたい。
（理由）
交通の安全と円滑のため。

留意事項として付記

→（2）

２.騒音の発生に係る事項

担当課 環境政策課

指摘内容

【項目№4関連】
　夜間における自動車走行及び荷さばきによる騒音レベルについて、地点aで基準値を超えています。地点aについては、住
居や施設が隣接していないことから、自動車走行及び荷さばきによる騒音による周辺環境への影響は少ないと考えます
が、できる限り騒音レベルを抑えるとともに、騒音に対して苦情があった場合には、速やかに対応してください。
（理由）
　地域の騒音対策にため。

設置者回答
　夜間の時間帯の荷さばき作業等について静穏化に努めます。
　また、苦情等があった場合には速やかに対応します。

記載しない

担当課 環境政策課

指摘内容

【項目№5（3）関連】
　振動規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例に定める騒音の特定施設である室外機の圧縮機（原動力の定
格出力がそれぞれ7.5ｋｗ、2.25ｋｗ以上のもの）の設置が予定されていますので、設置工事の開始日の30日前までに、同法
第6条第１項及び同条例第44条第１項に基づく騒音特定施設の設置届を提出してください。
（理由）
　熊本県生活環境の保全等に関する条例に定める騒音の特定施設である室外機の圧縮機（原動力の定格出力が2.25ｋｗ
以上のもの）を設置しているため。

設置者回答 後日提出を予定しています。

記載しない

３.廃棄物に係る事項等　　　

担当課 環境政策課

指摘内容

【項目№4関連】
　食品加工工場等で発生する臭いで、周辺環境が損なわれることがないよう、排気口の位置などについて周辺環境へ配慮
してください。
（理由）
　周辺環境の臭気対策

設置者回答 承知しました。尚、当計画での給排気設備の配置は近隣建物に直接当たらない位置としています。

留意事項として付記

→（3）

４.街並みづくり等への配慮等

担当課 学識経験者

指摘内容

【項目№１（5）関連】
　敷地内の緑化計画は「該当なし」となっているが、「該当なし」として緑化を無視してよいだろうか。市中心地の高層商業施
設として、同地区への景観やまちづくり、さらに環境への配慮、エコ対策としての緑化を考えると、4階や7階の屋上部に庭園
式の緑化が必要ではないだろうか。検討願いたい。

設置者回答

大半の屋上部は一般の来客が行き来ができない構造としており、又、室内よりそこを見せるといった動線計画でもないた
め、その部分に関しては屋上等を緑化することを想定しておりません。
　一般来客の行き来が生じる場所は、賃借先の専有部となります。庭園式の緑化に関しては、荷重増の構造検討や散水設
備の設置、防水構造の見直しなどといいった設計変更は難しいため、プランター等の設置により、緑化に努めるよう協力を
求めていきます。

留意事項として付記

→（4）
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担当課 学識経験者

指摘内容

【項目No.１（５）関連】
　壁面緑化や屋上緑化については、特に商業業務地域で樹木などが少ない地域において、景観上だけでなく、ヒー
トアイランド緩和効果等いろいろな効果があるといわれています。壁面緑化や屋上緑化等の緑化について多少の
努力をお願いしたい。

設置者回答 5階屋上部にて、内部から見える部分に壁面緑化を検討中です。

留意事項として付記

→（4）

Ⅲ.その他指摘事項

担当課 西部土木センター

指摘内容 任意後退部と既設市道内の管理が明確になるよう施すこと。

設置者回答 承知しました。

記載しない

担当課 西部土木センター

指摘内容

　申請地に隣接する市道には、境界標（それに伴う測量鋲）が埋設されているため、これらに損傷なきよう十分注意して施
工すること。
　なお、これらの移動が生じる場合は、西部土木センター総務課管理財産班と事前に打ち合わせること。
（理由）
道路の管理と保全のため。

設置者回答 承知しました。

記載しない

担当課 水保全課

指摘内容

【項目№2その他関連】
　河川等水質保全対策、節水対策を推進してください。
（理由）
水環境及び地下水質・水量保全のため。

設置者回答
トイレや洗面所等の給水設備は節水式の機器を採用し、従業員又、来客者にも水量保全等の意識向上の為、掲示板等に
よる啓蒙を図ります。

記載しない

担当課 商業金融課

指摘内容

　「大型店の立地に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、「大型店に求める具体的な地域貢献策」に取り組むとともに、地域
の要望等を踏まえた地域貢献に積極的に取り組むこと。
（理由）
　本市のガイドラインに規定する「特定大型店」に該当するため。

設置者回答
　　商店街繁栄会等と連携しながら、地域に喜ばれ、熊本の中心市街地活性化における牽引役となるよう取り組んでまいり
ます。

留意事項として付記

→（5）
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7.市の意見案 

【市の意見】 

 届出に対する市の意見はなし。 

【留意事項】 

(1) 駐車場①の身障者用駐車場については、荷さばき車輌との動線が交わる箇所があり、危険があると思われるので、
安全確保のため、交通誘導を行うこと。また、駐車場②の身障者用駐車場については、今後、利用者の要望等を

踏まえながら、増設や位置の見直しの検討を行い、利用者の安全に努めること。 

(2) 本件届出に伴う交通流の変化により、交通渋滞や交通事故等、周辺地域の生活道路等への影響その他の交通障害
等が生じるおそれが認められる場合には、速やかに関係機関と協議の上、必要な対策を講じること。 

(3) 食品加工工場等で発生する臭いで、周辺環境が損なわれることがないよう、排気口の位置などについて周辺環境
へ配慮するとともに、臭気に対して苦情があった場合には、速やかに対応すること。 

(4) 景観やまちづくり、さらには環境への配慮についても緑化の推進は重要と考えられるため、今後、壁面緑化や屋
上緑化等の緑化の推進をお願いしたい。 

(5) 本市の「大型店の立地に関するガイドライン」に沿って、「大型店に求める具体的な地域貢献策」に取り組むと
ともに、地域の要望等を踏まえた地域貢献に積極的に取り組むこと。 

(6) 仮称としている店舗名称並びに未定となっている小売業者については、開店後速やかに大規模小売店舗立地法第
6条第1項による届出を行うこと。 




















